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南片江公民館内 

℡番号 092-862-2453 
自治協だより 

〝餅つき大会〟 

数年間コロナ渦で中止していました《餅つき大会》の規模を縮小し、 

子供たちに餅つき体験の楽しみを知ってもらえるように計画しました。 

尚、《ぜんざい・大根もちなど》の振る舞いは、世の中の状況を鑑み、

申し訳ありませんが実施しません。 

≪日 時≫  令和５年１２月１７日（日）※小雨でも中止 

≪場 所≫  南片江公民館 

≪受付開始≫ １０時～１１時 

       ※餅米がなくなり次第終了します 

【餅つき体験は以下の通りです】 

   ■対象者  校区の小学生（高学年） 

      受け付け時に番号札を渡します（数に限りあります） 

   ■体験時間 １０時半～１１時半 

※来場者につきたての餅をお配りします！！ 

 

〝どんど焼き〟 

≪日 時≫ 令和６年 １月７日（日） ※小雨決行  

≪場 所≫ 南片江小学校 運動場にて 

   開会式及び点火・・・午前８時 

   受付終了   ・・・午前９時 

   鎮火     ・・・午前９時半 

水消化訓練も行います 

※当日午前８時までにしめ縄、書初めの紙などをお持ちください 

※公民館での回収はありません 

 

 

１２月料理教室「簡単おせち料理」 

～福岡ふるさとの味「博多雑煮」で新年を迎えましょう～ 

≪日 時≫  １２月２０日（水） １０時～１３時 

≪場 所≫  南片江公民館 学習室 

≪定 員≫  １５名 

 ≪参加費≫  ５００円 

≪申込方法≫ 公民館にて受付 

℡０９２-８６２-２４５３ 

≪締め切り≫ １２月１６日（土） 

※エプロン・三角巾をお持ちください 

♪皆様のご参加をお待ちしています♪ 

 

食生活改善推進員協議会 

 

  こどもさろん クリスマス会のお知らせ 

≪指導者≫ 福岡医健スポーツ専門学校〝平塚 泉先生〟 

≪日 時≫  １２月１４日（木） １０時～１２時 

≪場 所≫  南片江公民館  

≪会 費≫  一人１００円 

≪申込先≫  南片江公民館  

℡：０９２-８６２-２４５３ 

 

 〝ウォーキング研修バスツアー〟の報告 

～自然に親しみ健康ウォーキングを楽しみましょう～ 

リサイクル・健康づくり推進委員会 

１１月９日(木) 南片江公民館を出発し、「道の駅 宗像」にて 

地元産の新鮮な海産物や野菜・果物などを購入、 

「さつき松原１.３Kmコース」を４０分ウォーキング 

秋晴れのした、森林浴でリフレッシュしました 

午後は太陽園にてみかん狩りをし、一日校区の方々と 

楽しい時間を過ごしました 

★来年度も喜んで貰える企画を実施したいと思います 

・博多雑煮 

・柿なます 

・きんとん他 

南片江校区 

令和５年 

1２月号 
 

油山林道クリーンアップ 

～風致公園入口から展望台への散策路の清掃活動です～ 

≪日時≫１２月１０日（日）９時～１３時  小雨決行 

タイムスケジュール ９時半：受付 ９時４５分：体操・準備 

          １０時～１３時：作業  １３時：解散 

≪集合場所≫ 片江風致公園入口 

≪昼食≫   弁当ｏｒ軽食の持ち帰リです 

≪締め切り日≫１２月５日（火） 

≪申込先≫  南片江公民館  

℡：０９２-８６２-２４５３     

南片江校区防災協会 

紙リサイクルステーション 
紙資源は下記の日時にご持参ください 

公民館裏 紙リサイクルステーション 

時間 ９：００～１７：００ 

●１２月のスケジュール  

《土曜日》２日、９日、１６日、２３日、３０日 

《日曜日》３日、１０日、１７日、２４日 

リサイクル健康づくり推進委員会 

ウォーキングのお誘い 
●１２月６日（水）南片江公民館９時集合 
事前申し込み不要です。ウォーキングできる 

服装でおこしください 

※雨天の場合は１３日（水） 

に変更します 

次回は１月１０日（水）です。 

すこやか南片江実行委員会 

南片江校区自治協議会ブログ 

自治協だよりや、校区の諸団体行事予

定、連絡事項等を 

掲載しています 

右のＱＲコードを 

スマホで読み取って 

ご覧ください 

 

 

 

〝交通安全推進部より〟 

最近、自転車にヘルメットをかぶることを守る方が増えてきました！ 

素晴らしい進歩ですが、まだまだヘルメットをかぶらない人もいます。 

ヘルメットをかぶらないと、何が起こるかって？？ 

ＮＨＫの自転車特集で、転んだりぶつかった時とんでもなく危ない事が

検証されました。 

ただし、ヘルメットだけではなく、交通ルールも守りましょう！ 

特に自転車は被害者にも加害者にもなり得る乗り物です。 

ルールを知らない、守らない人々がたくさんいます。 

一旦停止し、左側通行を守り、車道を走ることが基本です。 

～ルールを守って、あなたも交通のマスターに！～ 

～ヘルメットをかぶって、安全運転！～ 

 

 


